
受付した書類を審査 

※ 改修内容を著しく変更する 

場合は変更申請が必要 

・空き家バンクに登録している物件（空き家となってから３年を経過している物件） 

・利用希望者との契約が成立した後の申請であり、対象者は以下のとおり（賃貸借契約の場合

はどちらか一方） 

賃貸借契約 所有者 又は 入居者（入居者の場合は住宅所有者の合意が必要） 

売買契約 取得者 

受付した書類を審査 

補助金申請の手順（交付までの流れ）              

市

賃貸借契約又は売買契約締結後、

改修等の着手前に申請 

ただし、契約締結日から半年後ま

での日を限度とする。 

申請内容が適正であれば「交付決

定通知」を送付

申請者

⑩補助金を受領 

⑩アンケート用紙の受領 

⑨補助金の交付 

⑨アンケートの回答依頼

補助金 

（銀行振込）

⑪アンケートの提出 ⑫アンケートの受領

アンケート

⑦請求書の提出 ⑧請求書の受領

①交付の申請 ②申請の受付と審査 

③交付の決定 

④通知書の受領 

⑤改修等着手 

※ 交付申請後に着手可能 

⑥改修等完了 

※対象住宅に居住 

○申請の受付と審査 

○変更の承認 


